
 

 

プレスリリース 

平成２１年２月６日   

                 

 

－審査事務規程の第４８次改正－ 

３次元測定・画像取得装置の画像取得対象自動車、自動車排出ガス規制 

（ポスト新長期規制）の追加等に関する規定の追加 

 

 

自動車検査独立行政法人（略称：自動車検査法人）は、自動車排出ガス規制を

追加することなどについて、審査事務規程の一部改正を行い、平成 21年 2月 6日

から施行します。ただし、2-21 の改正規定については平成 21 年 4 月 1 日から施

行します。 

本改正は、20 年 3 月 25 日に「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」

等の一部改正が行われたこと、及び３次元測定・画像取得装置の画像取得自動車

の追加等に伴うものです。 

  

主な改正の概要は、次のとおりです。 

１．３次元測定・画像取得装置の画像取得対象自動車の関係 

(1）自動車検査場における掲示等及び審査時における指示等を追加 

  受検者等への注意喚起のため、３次元測定・画像取得装置の使用時の注意

事項をコース内に掲示すること並びに画像の撮影及び諸元測定を行っている

場合に、受検車両以外の写り込みを防止するため、受検車両の近傍に近寄ら

ないよう指示することを明記した。（2-1、2-3） 

 

(2) ３次元測定・画像取得装置の画像取得対象自動車の追加 

   画像取得の対象自動車に、大型特殊自動車を追加した。(2-21) 

 

(3) 取得した画像を国へ提供することを規定 

   ３次元測定・画像取得装置で取得した自動車の画像を、電磁的方法等によ

り国へ提供することを規定した。(2-22) 

 

２．自動車排出ガス規制（ポスト新長期規制）の関係 

(1) 新車の新規検査及び予備検査における排出ガス規制（平成 21・22年規制） 

  軽油を燃料とする自動車及び天然ガスなどを燃料とする自動車について、

窒素酸化物及び粒子状物質の規制値を改正した。 

  また、ガソリンを燃料とする吸蔵型窒素酸化物還元触媒を装着した直接噴

射式エンジンを有する自動車について、粒子状物質の規制値を規定した。

（4-50-1-2(1)①～⑥） 

 

 

 



 

(2) 黒煙 4モード規制の廃止  

    軽油を燃料とする自動車の排出ガスについて、黒煙 4 モードの規制を廃止

した。（4-50-1-2(1)⑩） 

 

(3) ディーゼル車の光吸収係数規制（平成 21・22年規制） 

   軽油を燃料とする自動車の無負荷時に発生する排出ガスの光吸収係数の規

制値を改正した。（4-50-1-1②、5-50-1②） 

 

(4) 適用関係の整理表の改正及び従前規定の適用表の追加 

排出ガス規制の改正により、適用関係の整理に係る一覧表の改正及び従前

規定の適用表に適用時期を追加した。（4-50-4～11、13～24） 

 

３．その他 

審査事務規程の誤りを訂正するため、所要の改正を行った。 

 

 

審査事務規程の全文は当法人ホームページ（http://www.navi.go.jp/）

 「審査事務規程」に掲載しています。 

 

お問い合わせ先 

〒1 6 0 - 00 03  東京都新宿区本塩町８－２住友生命四谷ビル 

  自動車検査法人本部 業務部業務課 

  電話  ０３－５３６３－３４４１ (代表) 

      ０３－５３６３－３５１９ (直通) 

  F A X    ０３－５３６３－３３４７ 

  E - mail  gyou muka@ navi.g o.jp 

 






































































